
【小児医療体制】 
 
限られた医療資源を有効に活用し、適切な小児医療を提供するため、次のとおり医療機能を
類型化するとともに、小児医療圏を設定し、体制整備を行うこととしています。 
 
 

[医療機能の類型と整備すべき機能] 
 

医療機能の類型 整備すべき機能及び体制等 

高次機能病院  県内全域を対象に、高度医療等や診療支援を行うとともに、それらの機
能を発揮するのに必要な医療従事者と施設設備を有する。 
①診療機能 
・高次機能を有し、高度な小児医療や幅広い分野の専門医療を行う。 
②診療支援 
・小児医療を担う医療施設に対し、医師派遣や研修、共同診療の場の提
供等の支援を行う。 

連携強化病院 小児医療圏の拠点として、専門医療や救急医療、診療支援を行うととも
に、それらの機能を発揮するのに必要な医療従事者と施設設備を有する。 
①診療機能 
・小児医療の重要分野である神経、循環器、新生児の専門医療を行うと
ともに、他の連携強化病院と機能分担しつつ、小児医療圏に必要なそ
の他の専門分野の小児医療を行う。 
・入院対応を必要とする救急について、24 時間対応を行う。 
・必要に応じて、ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）を設置し、地域周
産期母子医療センターに相当する新生児医療の提供を行う。 

②診療支援 
・初期救急医療機関から転送された重症患者の受入等を行う。 
・地域の医師に、研修の機会や診療機器の共同利用、開放型病院として
の機会等を提供する。 

③医師配置 
・医師の勤務環境を改善しつつ、上記の機能を発揮するため、医師を５
名以上配置するとともに、将来的には、10 名以上を目途に増員を図
る。 

連携病院  地域の中核として、入院を含む一般的な小児医療に対応するとともに、
それらの機能を発揮するのに必要な医療従事者と施設設備を有する。 
①診療機能 
 ・入院も含め、地域に必要な小児医療を行うとともに、連携強化病院と
連携しつつ、地域に必要な専門医療を行う。 
②診療支援 
 ・必要に応じて、初期救急医療機関から転送された患者の受入等を行
う。 
 ・必要に応じて、休日夜間の初期救急体制に参加する。  
・地域の医師に、診療機器の共同利用等共同診療の機会を提供する。 
③医師配置 
 ・上記の機能を発揮するため、医師を２名以上配置する。 



地域病院・診療所 連携強化病院及び連携病院と連携しつつ、身近な医療機関として、地域
において必要な医療を提供する。 
①診療機能 
 ・地域に必要な小児医療を行う。 
 ・病院群輪番制や休日夜間の初期救急体制に参加する。 
 ・小児保健、育児援助、学校保健などの活動を行う。 

 
 
 
 

[小児医療圏と類型別の医療機関] 
 
①高次機能病院 
○県内全域を対象に、高度医療や、医療施設に対する支援を行う高次機能病院は、愛媛大
学医学部附属病院とする。 
 
②小児医療圏と連携強化病院・連携病院 

小児医療圏 連携強化病院 二次医療圏 連携病院 

宇摩 四国中央病院 
県立三島病院 

宇摩・新居浜・西条 住友別子病院 

新居浜・西条 県立新居浜病院 
西条中央病院 

今治 県立今治病院 今治 済生会今治病院 
松山 松山市民病院 松山・八幡浜・大洲 県立中央病院 

松山赤十字病院 八幡浜・大洲 市立八幡浜総合病院 
宇和島 市立宇和島病院 宇和島 県立南宇和病院 

 
③地域病院・診療所 地域において小児医療を提供する病院・診療所 
 


